
民法（債権関係）部会資料 ２３ 

 

民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理のたたき台(3) 

 

第２９ 無効及び取消し 

１ 相対的無効（取消的無効） 

 法律行為の無効は原則として誰でも主張することができるとされているが，

意思無能力者の法律行為や錯誤に基づく法律行為など，無効となる原因によっ

ては無効を主張することができる者が限定される場合があるとされている。し

かし，このようないわゆる相対的無効（取消的無効）の主張権者の範囲や無効

を主張することができる範囲については，民法上明文の規定がなく，必ずしも

明確であるとは言えない。意思無能力者の法律行為や錯誤に基づく法律行為の

効果については見直しの議論がある（第２６，３［○頁］，第２７，３(4)［○

頁］）が，これを無効とする規定を維持する場合には，このようないわゆる相対

的無効（取消的無効）に関する規定を設けるかどうかについて，検討してはど

うか。 

【部会資料１３－２第２，４（関連論点）［５７頁］】 

 

２ 一部無効 

(1) 法律行為に含まれる特定の条項の一部無効 

 法律行為に含まれる特定の条項の一部に無効原因がある場合における当該

条項の効力について明らかにするため，個別の規定（民法第６０４条第１項

等）が設けられているときを除き，原則として，無効原因がある限度で一部

無効になるにすぎず，残部の効力は維持される旨の一般的な規定を新たに設

ける方向で，更に検討してはどうか。 

 このような原則の例外を設けるかどうかについては，例えば，問題となる

条項が約款に含まれるものである場合や，無効原因がある部分以外の残部の

効力を維持することが当該条項の性質から相当でないと認められる場合は，

当該条項の全部が無効になるとの考え方や，無効原因がある限度で一部無効

となるという原則に対する例外を設けないとの考え方があることを踏まえ，

更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，２(1)［４１頁］】 

 

(2) 法律行為の一部無効 

 法律行為に含まれる一部の条項が無効である場合における当該法律行為の

効力について明らかにするため，原則として，当該条項のみが無効となり，

法律行為の残部の効力は維持される旨の一般的な規定を新たに設ける方向で，
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更に検討してはどうか。 

 このような原則の例外として法律行為全体が無効になる場合があるとされ

ているが，どのような場合に法律行為全体が無効になるかという判断基準に

ついては，当該条項が無効であることを認識していれば当事者は当該法律行

為をしなかったであろうと合理的に考えられるかどうかを判断基準とすると

の考え方などがあることを踏まえ，更に検討してはどうか。 

 また，法律行為の一部が無効とされ，これを補充する必要が生じた場合に

どのような方法で補充するかについては，個別の法律行為の趣旨や目的に適

合した補充を最優先とする考え方，合理的な意思解釈によれば足りるとする

考え方などがあることを踏まえ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，２(2)［４２頁］，（関連論点）［４３頁］】 

 

(3) 複数の法律行為の無効 

 ある法律行為が無効である場合にこれと一定の関係がある他の法律行為が

無効になり得ることは判例上認められており，これを条文上明示することの

当否について，更に検討してはどうか。また，条文上明示するとした場合に，

他の法律行為が無効になるための要件の規定内容をどのようなものとするか

については，複数の法律行為の間に密接な関連性があり，当該法律行為が無

効であるとすれば当事者が他の法律行為をしなかったと合理的に考えられる

場合には他の法律行為も無効になることを明示するとの考え方があることも

踏まえ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，２(3)［４５頁］】 

 

３ 無効な法律行為の効果 

(1) 法律行為が無効であることの帰結 

 法律行為が無効である場合には，①当事者は無効な法律行為に基づく債務

の履行を請求することができないこと，②無効な法律行為に基づく履行がさ

れているときは相手方に対して給付したものの返還を求めることができるこ

とは現在の解釈上も異論なく承認されているが，これを条文上明示するもの

としてはどうか。 

【部会資料１３－２第２，３(1)［４６頁］】 

 

(2) 返還請求権の範囲 

ア 無効な法律行為に基づく履行がされているときは相手方に対して給付し

たものの返還を求めることができるが，この場合における返還請求権の範

囲を明らかにする観点から，民法第７０３条以下の不当利得に関する規定

とは別に，新たに規定を設けるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

イ 上記アの規定を設けるとした場合の内容については，例えば，次の（ア）

から（ウ）まで記載の内容の規定を設けるとの考え方があることを踏まえ，
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更に検討してはどうか。 

 (ｱ) 原則として，受領した物を返還することができるときはその物を，こ

れを返還することができないときはその価額を，それぞれ返還しなけれ

ばならない。 

 (ｲ) 上記(ｱ)の原則に対する例外として，無効な法律行為が双務契約又は有

償契約以外の法律行為である場合において，相手方が当該法律行為の無

効を知らずに給付を受領したときは，利益が存する限度で返還すれば足

りる。 

 (ｳ) 無効な法律行為が双務契約又は有償契約である場合には，相手方が当

該法律行為の無効を知らなかった場合でも，返還すべき価額は現存利益

に縮減されない。ただし，この場合に返還すべき価額は，給付受領者が

当該法律行為に基づいて相手方に給付すべきであった額を限度とする。 

ウ 上記イ記載の考え方に加え，詐欺の被害者の返還義務を軽減するなど，

無効原因等の性質によって返還義務を軽減する特則を設けるかどうかにつ

いても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，３(2)［４８頁］】 

 

(3) 制限行為能力者・意思無能力者の返還義務の範囲 

 民法第１２１条は，契約が取り消された場合の制限行為能力者の返還義務

を現存利益の範囲に縮減しているが，制限行為能力者がこのような利得消滅

の抗弁を主張できる場面を限定する必要がないかどうかについて，更に検討

してはどうか。その場合の規定内容については，例えば，制限行為能力者が，

取消しの意思表示後，返還義務があることを知りながら受領した利益を費消

したときは利得消滅の抗弁を認めないとの考え方や，制限行為能力者に害意

があるときは利得消滅の抗弁を認めないとの考え方などがあることを踏まえ，

更に検討してはどうか。 

 また，意思無能力に関する規定を新たに設ける場合（第２６，３［○頁］）

には，意思無能力者の返還義務の範囲についても制限行為能力者の返還義務

と同様の規定を設ける方向で，更に検討してはどうか。この場合に，自己の

責めに帰すべき事由により一時的に意思能力を欠いた者に利得消滅の抗弁を

認めるかどうかについても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，５［５８頁］，（関連論点）［５９頁］】 

 

(4) 無効行為の転換 

 無効な行為が他の法律行為の要件に適合している場合に，当該他の法律行

為としての効力を認められることの有無及びその要件を明らかにするため，

明文の規定を新たに設けるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

 その場合の規定内容については，例えば，法律行為が無効な場合であって

も，類似の法律効果が生ずる他の法律行為の要件を満たしているときは，当
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該他の法律行為としての効力を認めることができる旨の規定を設けるとの考

え方があることも踏まえ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，３(3)［５１頁］】 

 

(5) 追認 

 無効な行為は追認によっても効力を生じないとされているが（民法第１１

９条本文），これを改め，錯誤や意思無能力による無効など当事者の一方を保

護することを目的として無効とされる法律行為では，当該当事者が追認する

ことによって遡及的に有効とすることができるものとするかどうかについて，

これらの法律行為の効果の在り方の見直しとの関係にも留意しつつ，更に検

討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，３(4)［５３頁］】 

 

４ 取り消すことができる行為の追認 

(1) 追認の要件 

 取り消すことができる行為を追認するためには，取消原因となった状況が

消滅しただけでなく，対象となる行為について取消権を行使することができ

ることを知っていることが必要である旨を条文上明示するものとしてはどう

か。 

 また，法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をす

る場合や，制限行為能力者（成年被後見人を除く。）が法定代理人，保佐人又

は補助人の同意を得て自ら追認する場合にも，対象となる行為について取消

権を行使することができることを知っていることが必要であるものとしては

どうか。 

【部会資料１３－２第２，６(1)［６０頁］】 

 

(2) 法定追認 

 相手方の債務の全部又は一部の受領及び担保の受領が法定追認事由である

ことを条文上明示すべきであるとの考え方については，追認権者が認識しな

いまま追認が擬制されるおそれがあるとして反対する考え方もあることを踏

まえ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，６(2)［６４頁］】 

 

(3) 追認の効果 

 取り消すことができる法律行為を追認することによって第三者の権利を害

してはならない旨の規定（民法第１２２条ただし書）は，削除するものとし

てはどうか。 

【部会資料１３－２第２，６(1)（関連論点）［６２頁］】 
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５ 取消権の行使期間 

(1) 期間の見直しの要否 

 取消権の行使期間については，追認可能時から５年間，行為時から２０年

間とされているところ（民法第１２６条），例えば，これを追認可能時から２

年間又は３年間，行為時から１０年間に短縮すべきであるとの考え方につい

て，債権の消滅時効期間の在り方にも留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，７(1)［６５頁］】 

 

(2) 抗弁権の永続性 

 取消権者が相手方からの履行請求を免れるために取消権を行使する場合に

行使期間の制限が及ぶかどうかを明らかにするため，この点について，行使

期間の制限なくいつまでも取消権を行使できる旨の規定を新たに設ける方向

で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第２，７(2)［６９頁］】 

 

第３０ 代理 

１ 有権代理 

 

相手方 代理人 

代理行為 

代理行為の効果

代理関係 

本 人 

 

 

(1) 代理行為の瑕疵―原則（民法第１０１条第１項） 

民法第１０１条第１項は，代理行為における意思表示の効力が当事者の主

観的事情によって影響を受ける場合には，その事情の有無は代理人について

判断すると規定するが，代理人が詐欺・強迫をした場合については，端的に

同法９６条第１項を適用すれば足りることから，同法第１０１条第１項の適

用がないことを条文上明確にする方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，２(1)［７３頁］】 

 

 

5



(2) 代理行為の瑕疵―例外（民法第１０１条第２項） 

 民法第１０１条第２項は，本人が代理人に特定の法律行為をすることを委

託した場合に，代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは，本人は，

自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することがで

きないとし，また，本人が自らの過失によって知らなかった事情についても

同様とすると規定する。この規定に関しては，その趣旨を拡張して，任意代

理において本人が代理人の行動をコントロールする可能性がある場合一般に

適用される規定に改めるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，２(2)［７５頁］】 

 

(3) 代理人の行為能力（民法第１０２条） 

 民法第１０２条は，代理人は行為能力者であることを要しないと規定する

が，制限行為能力者の法定代理人に他の制限行為能力者が就任した場合には，

本人の保護という法定代理制度の目的が達成されない可能性がある。これを

踏まえ，法定代理については，制限行為能力者が法定代理人に就任すること

自体は可能としつつ，本人保護のために，その代理権の範囲を自らが単独で

することができる行為に限定するなどの制限を新たに設けるかどうかについ

て，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，２(3)［７７頁］】 

 

(4) 代理権の範囲（民法第１０３条） 

 民法第１０３条は，「権限の定めのない代理人」は保存行為その他の一定の

行為のみを行うことができると規定するが，そもそも代理人の権限の範囲は，

法定代理の場合にはその発生の根拠である法令の規定の解釈によって定まり，

任意代理の場合には代理権授与行為の解釈によって定まるのが原則であると

ころ，その旨の明文の規定が存在しない。そこで，この原則を条文上も明ら

かにするかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，２(4)［７９頁］】 

 

(5) 任意代理人による復代理人の選任（民法第１０４条） 

 民法第１０４条は，任意代理人が本人の許諾なく復代理人を選任すること

ができるのは，やむを得ない事由があるときに限られる旨を規定する。この

規定に関しては，任意代理人が復代理人を選任することができる要件を緩和

して，自己執行を期待するのが相当でない場合に復代理人の選任を認めるも

のとするかどうかについて，本人の意思に反して復代理人が選任されるおそ

れを指摘する意見があることも踏まえて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，２(5)［８２頁］】 
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(6) 利益相反行為（民法第１０８条） 

形式的には自己契約及び双方代理を禁止する民法第１０８条に該当しない

ものの，実質的には本人と代理人との利益が相反している事案において，同

条の趣旨を援用すると判断した判例があることなどから，代理人の利益相反

行為一般を原則として禁止する旨の明文の規定を設けるかどうかについて，

更に検討してはどうか。 

また，代理人の利益相反行為一般を原則として禁止する場合には，これに

違反した場合の効果についても，無権代理となるものとする案や，本人への

効果の帰属を原則とした上で，本人は効果の不帰属を主張することができる

ものとする案などを対象として，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，２(6)及び同（関連論点）［８５頁，８６頁］】 

 

(7) 代理権の濫用 

判例は，代理人がその代理権を濫用して自己又は他人の利益を図る行為を

した場合に，心裡留保に関する民法第９３条ただし書を類推適用して，本人

は悪意又は過失のある相手方に対して無効を主張することができるものとす

ることにより，背信行為をされた本人の保護を図っている。このような判例

法理に基づき代理権の濫用に関する規定を新設するかどうかについては，代

理行為の効果が本人に及ばないのは相手方が悪意又は重過失のある場合に限

るべきであるなどの見解があることも踏まえつつ，規定を設ける方向で，更

に検討してはどうか。 

また，代理権の濫用に関する規定を新設する場合には，その効果について

も，その行為は無効となるものとする案や，本人は効果の不帰属を主張する

ことができるものとする案などを対象として，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，２(7)及び同（関連論点）［８９頁，９０頁］】 

 

２ 表見代理 

(1) 代理権授与の表示による表見代理（民法第１０９条） 

ア 法定代理への適用の可否 

代理権授与の表示による表見代理を規定する民法第１０９条に関しては，

法定代理には適用がないとする判例・学説を踏まえて，このことを条文上

明記するかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(1)ア［９１頁］】 

 

イ 代理権授与表示への意思表示規定の類推適用 

  民法第１０９条の代理権授与の表示については，その法的性質は意思表

示ではなく観念の通知であるとされているものの，意思表示に関する規定

が類推適用されるとする見解が主張されていることから，代理権授与の表

示に意思表示に関する規定が類推適用される場合の具体的な規律を条文上
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も明らかにするかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(1)イ［９２頁］】 

 

ウ 白紙委任状 

  民法第１０９条が実際に適用される主たる場面は，白紙委任状が交付さ

れた場合であると言われていることから，白紙委任状を交付した者は，白

紙委任状の空白部分が補充されて相手方に呈示されたときは，これを呈示

した者が白紙委任状の被交付者であると転得者であるとを問わず，呈示し

た者に代理権を与えた旨の同条の代理権授与の表示を相手方に対してした

ものと推定する旨の規定を新設するという考え方がある。これについては，

白紙委任状の内容やその交付の態様が様々であることなどを指摘して，一

般的な規定を設けることに消極的な意見があることも踏まえ，更に検討し

てはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(1)ウ［９４頁］】 

 

エ 本人名義の使用許諾の場合 

  判例は，代理権授与の表示があった場合のみならず，本人が自己の名義

の使用を他人に許した場合にも，民法第１０９条の法理等に照らして，本

人の表見代理による責任を肯定していることから，このことを条文上も明

らかにするかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(1)エ［９５頁］】 

 

オ 民法第１１０条との重畳適用 

  判例は，代理権授与の表示を受けた他人が，表示された代理権の範囲を

超える法律行為をした場合に，民法第１０９条と同法第１１０条とを重畳

適用することにより，その他人に代理権があると信ずべき正当な理由があ

る相手方の保護を図っていることから，このことを条文上も明らかにする

かどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(1)オ［９７頁］】 

 

(2) 権限外の行為の表見代理（民法第１１０条） 

ア 法定代理への適用の可否 

代理人がその権限外の行為をした場合の表見代理を規定する民法第１１

０条に関しては，判例は法定代理にも適用があるとするが，学説上は法定

代理への適用を認めない見解も有力であることから，同条が法定代理には

適用されないことを条文上明記するかどうかについて，更に検討してはど

うか。 

【部会資料１３－２第３，３(2)ア［９９頁］】 
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イ 代理人の「権限」 

民法第１１０条の「権限」に関しては，代理権に限られるものではなく，

事実行為を含めた対外的な関係を形成する権限であれば足りるとする見解

が有力であることから，このことを条文上も明らかにするかどうかについ

て，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(2)イ［１００頁］】 

 

ウ 正当な理由 

民法第１１０条の「正当な理由」に関しては，その意味やどのような事

情があるときにこれが認められるのかが明らかではないとの指摘があるこ

とから，善意無過失を意味することを条文上も明らかにするとする案や，

「正当な理由」の有無についての考慮要素をできる限り明文化するとする

案などを対象として，その規定内容の明確化を図るかどうかについて，更

に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(2)ウ［１０２頁］】 

 

(3) 代理権消滅後の表見代理（民法第１１２条） 

ア 法定代理への適用の可否 

代理権消滅後の表見代理を規定する民法第１１２条に関しては，判例は

法定代理にも適用があるとするが，学説上は法定代理への適用を認めない

見解も有力であることから，同条が法定代理には適用されないことを条文

上明記するかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(3)ア［１０４頁］】 

 

イ 「善意」の対象 

民法第１１２条の「善意」の対象については，判例は，行為の時点で代

理権の不存在を知らなかったことで足りるとするものと解されているが，

学説上は，同条における相手方が保護される根拠との関係で，過去におい

て代理権が存在したことを知っており，その代理権の消滅を知らなかった

ことを必要とするとの見解が有力である。そこで，このような学説に基づ

いて「善意」の対象を条文上も明らかにするかどうかについて，更に検討

してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(3)イ［１０５頁］】 

 

ウ 民法第１１０条との重畳適用 

  判例は，本人から代理権を与えられていた者が，消滅した代理権の内容

を超える法律行為をした場合に，民法第１１０条と同法第１１２条とを重

畳適用することにより，その者に権限があると信ずべき正当な理由がある

相手方の保護を図っていることから，このことを条文上も明らかにするか
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どうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，３(3)ウ［１０６頁］】 

 

３ 無権代理 

(1) 無権代理人の責任（民法第１１７条） 

    民法第１１７条第１項による無権代理人の責任に関しては，無権代理人が

自らに代理権がないことを知らなかった場合には，錯誤に準じて無権代理人

としての責任を免れ得るものとする旨の規定を設けるかどうかについて，更

に検討してはどうか。 

    また，同条第２項に関しては，無権代理人が故意に無権代理行為を行った

場合には，相手方に過失があるときでも，無権代理人は同条第１項の責任を

免れないものとする旨の規定を設けるかどうかについて，更に検討してはど

うか。これに関連して，無権代理人が重過失によって無権代理行為を行った

場合にも同様とするかどうかや，相手方の過失が軽過失にとどまる場合には，

無権代理人はその主観的態様にかかわらず無権代理人としての責任を免れな

いものとするかどうかについても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，４(1)［１０８頁］】 

 

(2) 無権代理と相続 

同一人が本人としての法的地位と無権代理人としての法的地位とを併せ持

つに至った場合における相手方との法律関係に関しては，判例・学説の到達

点を踏まえ，無権代理人が本人を相続したとき，本人が無権代理人を相続し

たとき，第三者が無権代理人と本人の双方を相続したときなどの場面ごとに

具体的な規定を設けるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第３，４(2)，同ア，同イ，同イ（関連論点）及び同ウ    

［１１１頁，１１２頁，１１４頁，１１５頁，１１５頁］】 

 

４ 授権 

自己の名で法律行為をしながら，権利の移転等の特定の法律効果を他人に帰

属させる制度である授権のうち，委託販売の法律構成として実際上も重要であ

ると指摘されている処分授権に関する明文の規定を新たに設けるかどうかにつ

いて，その概念が必ずしも明確でないという指摘があることにも留意しつつ，

更に検討してはどうか。 
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相手方 被授権者 

権利の移転等の法律効果

法律行為 

授権 

授権者 

 

【部会資料１３－２第３，５［１１６頁］】 

 

第３１ 条件及び期限 

１ 停止条件及び解除条件の意義 

停止条件及び解除条件という用語の意義を条文上明確にすることとしてはど

うか。 

【部会資料１３－２第４，２［１２０頁］】 

 

２ 条件の成否が未確定の間における法律関係 

条件の成就によって利益を受ける当事者が条件を成就させた場合について，

判例は民法第１３０条を類推適用して条件が成就しなかったものとみなすこと

ができるとしていることから，この判例の考え方を明文化する方向で，具体的

な要件について更に検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第４，３［１２０頁］】 

   

３ 不能条件（民法第１３３条） 

原始的に不能な契約は無効であるとする伝統的な理解（原始的不能論）の見

直しに関する議論（部会資料２２第２０，３[２４頁]）との関連で，不能な条

件を付した法律行為の効力について一律に無効又は無条件とする旨を定めてい

る民法第１３３条の規定も削除するかどうか等について，検討してはどうか。 

   

４ 期限の意義 

期限の始期と終期や，確定期限と不確定期限などの用語の意義を条文上明確

にすることとしてはどうか。 

【部会資料１３－２第４，４［１２１頁］】 

   

５ 期限の利益の喪失（民法第１３７条） 

民法第１３７条が定める期限の利益の喪失事由のうち，破産手続開始の決定
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を受けたとき（同条第１号）に関しては，破産法に委ねて民法の当該規定を削

除するかどうかについて，更に検討してはどうか。 

また，同条第２号に関しても，何らの義務違反のない場合が含まれないこと

を明らかにする等の見直しをする必要がないか，検討してはどうか。 

【部会資料１３－２第４，５［１２２頁］】 

 

第３２ 期間の計算 

１ 総論（民法に規定することの当否） 

期間の計算に関する規定は，民法ではなく，私法以外にも広く適用される法

律で規定すべきであるという考え方については，引き続き民法に規定を置くべ

きであるという意見もあることを踏まえ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１４－２第１，１[１頁]】 

 

２ 過去にさかのぼる方向での期間の計算方法 

一定の時点から過去にさかのぼる方向での期間の計算については，他の法令

における期間の計算方法への影響に留意しつつ，新たな規定を設ける方向で，

更に検討してはどうか。その際には，民法第１４２条に相当する規定を設ける

ことの要否についても，結論の妥当性が確保されるかどうか等に留意しつつ，

更に検討してはどうか。 

【部会資料１４－２第１，２[２頁]】 

 

３ 期間の末日に関する規定の見直し 

期間の末日の特則を定める民法第１４２条に関しては，期間の末日が日曜・

祝日でない場合にも取引慣行に応じて同条の規律が及ぶようにする等の見直し

をすることの要否について，検討してはどうか。 

   

第３３ 消滅時効 

１ 時効期間と起算点 

(1) 短期消滅時効制度について 

短期消滅時効制度については，時効期間が職業別に細かく区分されている

ことに対して，理論的にも実務的にも様々な問題が指摘されていることを踏

まえ，見直しに伴う実務上の様々な影響に留意しつつ，職業に応じた区分（民

法第１７０条から第１７４条まで）を廃止する方向で，更に検討してはどう

か。 

その際には，現在は短期消滅時効の対象とされている一定の債権など，比

較的短期の時効期間を定めるのが適当であると考えられるものを，どのよう

に取り扱うべきであるかが問題となる。この点について，①一定の債権を対

象として比較的短期の時効期間を定めるべき必要性は，原則的な時効期間の

短期化（後記(2)参照）によって相当程度吸収することができる（時効期間を
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単純化・統一化するメリットの方が大きい）とする考え方と，②職業別の区

分によらない新たな短期消滅時効として，元本が一定額に満たない少額の債

権を対象として短期の時効期間を設けるとする考え方などがあることを踏ま

え，更に検討してはどうか。 

【部会資料１４－２第２，２(1)[３頁]】 

 

(2) 原則的な時効期間について 

短期消滅時効制度を廃止して時効期間の統一化ないし単純化を図ること

（前記(1)参照）と併せて，債権の原則的な時効期間を５年ないし３年に短期

化するかどうかについて，短期化の必要性を疑問視する指摘があることを踏

まえるとともに，時効期間の長短が起算点や時効障害事由の定め方とも密接

に関わることに留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１４－２第２，２(2)[５頁]】 

 

(3) 例外的な時効期間について 

ア 定期金債権 

  定期金債権の消滅時効に関しては，長期に及び定期的な給付をする債務

を負担する者が，未発生の定期給付債権（支分権）がある限り消滅時効の

利益を受けられないという不都合を避けるために，例外的な取扱いが規定

されている（民法第１６８条）。その趣旨を維持する必要があることを踏ま

えつつ，消滅時効期間を「第１回の弁済期から２０年」としているのを改

め，各定期給付債権の弁済期から１０年とする案や定期給付債権が最後に

弁済された時から１０年とする案などを対象として，規定の見直しの要否

について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１４－２第２，２(3)[９頁]】 

 

イ 判決等で確定した権利 

  確定判決等によって確定した権利は，高度の確実性をもって確定された

ものであり，その後も時効完成を阻止するために短期間のうちに権利行使

することを求めるのは適当でないことなどから，短期の時効期間に対する

例外規定が設けられている（民法第１７４条の２）。この規定に関しては，

短期消滅時効制度の見直しや原則的な時効期間に関する検討（前記１

(1)(2)参照）を踏まえつつ，現在と同様に，短期の時効期間に対する例外

的な取扱いを定める方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，２(3)[１０頁]】 

 

ウ 不法行為等による損害賠償請求権 

  不法行為による損害賠償請求権の期間制限に関しては，債権一般の消滅

時効に関する見直しを踏まえ，債務不履行に基づく損害賠償請求権と異な
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る取扱いをする必要性の有無に留意しつつ，現在のような特則（民法第７

２４条）を廃止することの当否について，更に検討してはどうか。また，

不法行為の時から２０年という期間制限（同条後段）に関して，判例は除

斥期間としているが，このような客観的起算点からの長期の期間制限を存

置する場合には，これが時効であることを明確にする方向で，更に検討し

てはどうか。 

他方，生命，身体等の侵害による損害賠償請求権に関しては，債権者（被

害者）を特に保護する必要性が高いことを踏まえ，債権一般の原則的な時

効期間よりも長期とする特則を設ける方向で，更に検討してはどうか。そ

の際，特則の対象範囲や期間については，生命及び身体の侵害を中心とし

つつ，それと同等に取り扱うべきものの有無や内容，被侵害利益とは異な

る観点（例えば，加害者の主観的態様）からの限定の要否等に留意しつつ，

更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，２(3)[１１頁]，同（関連論点）１，２[１２頁]】 

 

(4) 時効期間の起算点について 

時効期間の起算点に関しては，時効期間に関する検討（前記１(2)(3)参照）

を踏まえつつ，比較的短い時効期間の起算点として債権者の認識や権利行使

の期待可能性といった主観的事情を考慮するもの（主観的起算点）を導入す

るかどうかについて，更に検討してはどうか。 

また，預金債権等に関して，債権に関する証拠の作成・保存が債務者（銀

行等）に義務付けられていることや，預けておくこと自体も寄託者としての

権利行使と見ることができることなどを理由に，起算点に関する例外的な取

扱いを設けるべきであるとする考え方についても，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，２(4)[１３頁]】 

 

(5) 合意による時効期間等の変更 

当事者間の合意で法律の規定と異なる時効期間や起算点を定めることの可

否について，現在の解釈論では，時効完成を容易にする方向での合意は許容

される等の学説があるものの，必ずしも明確ではない。そこで，合意による

時効期間等の変更を原則として許容しつつ，合意の内容や時期等に関する所

要の制限を条文上明確にすることの当否について，交渉力に劣る当事者への

配慮等に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，２(5)[１５頁]】 

 

２ 時効障害事由 

(1) 中断事由（時効期間の更新，時効の新たな進行） 

時効の進行や完成を妨げる事由（時効障害事由）のうち時効の中断事由（民

法第１４７条）に関しては，例えば，「請求」（同条第１号）の意味が必ずし
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も明確でなく，ある手続の申立て等によって時効が中断された後，その手続

が途中で終了すると中断の効力が生じないとされるなど，複雑で分かりにく

いという問題が指摘されている。そこで，このような問題意識を踏まえて，

新たな時効が確定的に進行することとなる事由のみを他と区別して条文上明

記することとしてはどうか。その上で，具体的な事由としては，①権利を認

める判決の確定，②確定判決と同一の効力が認められる事由（裁判上の和解

等）が生ずること，③相手方の承認，④民事執行（執行手続の終了）などを

掲げる方向で，更に検討してはどうか。 

また，時効の中断という名称については，一時的に時効の進行が止まるこ

とを意味するとの誤解を生じやすいため，適切な用語に改めることとしては

どうか。 

【部会資料第１４－２第２，３(2)[２０頁]】 

 

(2) その他の中断事由の取扱い 

時効の中断事由（民法第１４７条）のうち，新たな時効が確定的に進行す

ることとなる事由（前記(1)参照）以外の事由の取扱いに関しては，時効の停

止事由（同法第１５８条以下）と同様に取り扱うという案や，時効期間の進

行が停止し，その事由が止んだ時から残りの時効期間が再び進行する新たな

障害事由として扱うという案（時効期間の進行の停止）などが提案されてい

ることを踏まえ，更に検討することとしてはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，３(3)[２２頁]，同(4)[２７頁]】 

 

(3) 時効の停止事由 

時効の停止事由（民法第１５８条から第１６１条まで）に関しては，停止

の期間について，３か月に短期化する案がある一方で１年に長期化する案も

あることを踏まえ，更に検討してはどうか。また，天災等による時効の停止

については，その停止の期間が２週間（同法第１６１条）とされている点を

改め，他の停止事由と同等のものとする方向で，更に検討してはどうか。 

また，催告（同法第１５３条）についても，これを時効の停止事由とする

かどうかについて，現在の判例法理における裁判上の催告の効果には必ずし

も明らかでない部分が少なくないという指摘も踏まえて，更に検討してはど

うか。 

【部会資料第１４－２第２，３(5)[３１頁]】 

 

(4) 当事者間の交渉・協議による時効障害 

時効完成の間際に当事者間で交渉が継続されている場合には，訴えの提起

等により時効完成を阻止する手段を講じなければならないのを回避したいと

いう実務上の要請があることを踏まえ，当事者間における交渉・協議を新た

な時効障害事由として位置付ける方向で，更に検討してはどうか。その際に
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は，新たな時効障害事由を設けることに伴う様々な懸念があることを踏まえ，

交渉・協議の意義や，その開始・終了の時期を明確化する方策などについて，

更に検討してはどうか。 

また，当事者間の交渉・協議を新たな時効障害事由とする場合には，その

効果に関して時効の停止事由として位置付ける案や時効期間の進行の停止と

位置付ける案について，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，３(6)[３２頁]】 

 

(5) その他 

ア 債権の一部について訴えの提起等がされた場合の取扱い 

債権の一部について訴えの提起や民事執行の申立てがされた場合であっ

ても，一部請求であることが明示されているときは，判例と異なり，債権

の全部について時効障害の効果が生ずることとするかどうかについて，一

部請求であることが明示されなかったときの取扱いにも留意しつつ，更に

検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，３(3)（関連論点）１[２６頁]】 

 

イ 債務者以外の者に対して訴えの提起等をした旨の債務者への通知 

保証人や物上保証人がある場合において，専ら時効の完成を阻止するた

めだけに債務者に対する訴えの提起等をする事態を回避できるようにする

観点から，保証人等の債務者以外の者に対して訴えの提起等をしたことを

債務者に通知したことをもって，時効障害の効果が生ずるとする考え方に

ついても，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，３(3)（関連論点）２[２６頁]】 

 

３ 時効の効果 

(1) 時効の援用等 

消滅時効の効果に関しては，当事者が援用した時に債権の消滅という効果

が確定的に生ずるとの判例準則を条文上明記するという案と，消滅時効の完

成により債務者に履行拒絶権が発生するものと規定するという案を対象とし

て，時効完成後に債務者が弁済をした場合に関する現在の解釈論との整合性

や，税務会計その他の実務上の適合性などに留意しつつ，これらの案の当否

について，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，４(1)[３４頁]】 

 

(2) 債務者以外の者に対する効果（援用権者） 

消滅時効の効果に関する検討（前記３(1)参照）を踏まえつつ，仮に当事者

が援用した時に債権の消滅という効果が確定的に生ずる旨を条文上明記する

という案を採る場合には，時効の援用権者の範囲について，保証人，物上保
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証人など，判例上「時効により直接利益を受ける者」とされているものを条

文上明確にすることについて，更に検討してはどうか。 

他方，仮に消滅時効の完成により債務者に履行拒絶権が発生するものと規

定するという案を採る場合には，履行拒絶権を行使するのは基本的に債務者

であるとした上で，保証人，物上保証人など，判例上時効の援用権が認めら

れてきた者の利益を保護する方策について，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，４(2)[３５頁]】 

 

(3) 時効の利益の放棄等 

時効完成後に債務者が弁済その他の債務を認める行為をした場合の効果と

して，信義則上，時効援用権を喪失するとした判例があることを踏まえ，こ

れを明文化するかどうかについて，実務的には債権者からの不当な働きかけ

によって一部弁済その他の行為がされる場合があるとの指摘があることに留

意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，４(3)[３７頁]】 

 

４ 形成権の期間制限 

形成権一般を対象とする期間制限に関する特別な規定の整備の要否等につい

て，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，５[３８頁]】 

 

５ その他 

(1) その他の財産権の消滅時効 

債権又は所有権以外の財産権の消滅時効（民法第１６７条第２項）に関し

ては，債権の消滅時効に関する検討の結果を踏まえ，起算点や期間の長さを

見直す必要がないかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料第１４－２第２，６(1)[４０頁]】 

 

(2) 取得時効への影響 

取得時効（民法第１６２条以下）に関しては，消滅時効を対象として時効

障害事由（前記２）や時効の効果（前記３）に関する検討を行った後，それ

を取得時効にも適用があるものとするかどうか等について，更に検討しては

どうか。 

【部会資料第１４－２第２，６(2)[４０頁]】 

 

第３４ 契約各則－共通論点 

１ 冒頭規定の規定方法 

   典型契約の冒頭規定の規定方法については，現在は効力発生要件を定める形

式が採用されているところ，これを定義規定の形式に改める方向で，更に検討
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してはどうか。 

【部会資料１５－２第６，２（関連論点）２［６６頁］】 

 

２ 強行規定と任意規定の区別の明確化 

契約各則の規定のうち，どの規定が公序良俗に関するもの（強行規定）であ

り，どの規定がそうでないか（任意規定）の区別を条文上明らかにすることが

できるかについて，その基準の在り方や，区別をする場合における個々の規定

の表現等を含め，更に検討してはどうか。 

【部会資料１２－２第１，３［１１頁］】 

 

第３５ 売買－総則 

１ 売買の一方の予約（民法第５５６条） 

売買の一方の予約を規定する民法第５５６条の規定内容を明確化する等の観

点から，①「予約」の定義規定を置くこと，②両当事者が予約完結権を有する

場合を排除しない規定とすること，③契約成立に書面作成等の方式が必要とさ

れる類型のものには，予約時に方式を要求すること，④予約完結権の行使期間

を定めた場合の予約の効力についての規定も置くことについて，更に検討して

はどうか。また，どのような内容の予約を規定の対象とすべきかという点につ

いては，予約完結権を与えるもの以外の予約の形態を民法に取り込むことの是

非や，有償契約への準用規定（同法第５５９条）を通じて予約に関する規定が

他の有償契約にも準用され得ることなどに留意しつつ，更に検討してはどうか。 

また，予約に関する規定が他の契約に適用ないし準用され得ることを踏まえ

て，その規定の配置を売買以外のところ（例えば，契約総則）に改めるかどう

かについて，検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第１，２［２頁］】 

 

２ 手付（民法第５５７条） 

    手付の規定（民法第５５７条）に関しては，履行に着手した当事者による手

付解除を認める判例法理を明文化することについて，更に検討してはどうか。

なお，これを明文化する場合には，履行されると信頼した相手方がそれにより

生じた損害の賠償請求をすることができる旨の規定を置くことについても，検

討してはどうか。 

   また，「履行に着手」の意義に関する判例法理を明文化することについて，検

討してはどうか。 

   さらに，「償還」の意義については，現実に払い渡す必要はないなどとする判

例を踏まえ，債務不履行責任を免れる要件としての弁済の提供（民法第４９２

条）との異同に留意しつつ，その内容を明確化する方向で，更に検討してはど

うか。 

【部会資料１５－２第１，３［３頁］】 
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第３６ 売買－売買の効力（担保責任） 

１ 物の瑕疵に関する担保責任（民法第５７０条） 

(1) 債務不履行の一般原則との関係（瑕疵担保責任の法的性質） 

    瑕疵担保責任の法的性質については，契約責任と構成することが適切であ

るという意見があった一方で，瑕疵担保責任の要件・効果等を法的性質の理

論的な検討から演繹的に導くのではなく，個別具体的な事案の解決にとって

現在の規定に不備があるかという観点からの検討を行うべきであるという意

見があった。これらを踏まえて，瑕疵担保責任を契約責任と構成して規定を

整備することが適切かという点の検討と併せて，目的物に瑕疵があった場合

における買主の適切な救済を図る上で具体的にどのような規定の不備等があ

るかを確認しながら，売買の目的物に瑕疵があった場合の特則を設けるか否

かについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，２(1)［８頁］】 

 

(2) 「瑕疵」の意義（定義規定の要否） 

   ① 「瑕疵」の意義については，当該契約において予定されていた性質を欠

いているという要素と，その種類の物として通常有すべき品質・性能を欠

いているという要素の双方を考慮できるものとする方向で，更に検討して

はどうか。その上で，二つの要素の関係に関しては，当該契約において予

定された性質を欠いていることが「瑕疵」であり，その種類の物として通

常有すべき品質・性能を欠いているという要素は，契約内容の解釈・確定

において考慮されるとする考え方について，瑕疵担保責任の法的性質に関

する考え方（前記(1)）との適合性や契約実務に与える影響等に留意しつつ，

更に検討してはどうか。 

     以上の検討の結果として「瑕疵」の定義規定を設けることについては，

あえて物の瑕疵について定義規定を設けることの意義や契約実務に与える

影響等に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

   ② 法律上の瑕疵の取扱いに関しては，物の瑕疵と権利の瑕疵のいずれの規

律によって処理すべきかを条文上明らかにすることの要否について，更に

検討してはどうか。また，売主が瑕疵担保責任を負うべき「瑕疵」の存否

の基準時に関しても，これを条文上明らかにすることの要否について，更

に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，２(2)［１７頁］及び（関連論点）［１８頁］】 

 

(3) 「隠れた」という要件の要否 

    買主の善意無過失（あるいは善意無過失を推定させる事情）を意味する「隠

れた」という要件を削除すべきか否かについては，「瑕疵」の意義を当該契約

において予定された性質を欠いていることなどの契約の趣旨が反映されるも
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のとする場合には（前記(2)参照），買主の主観的要素は「瑕疵」の判断にお

いて考慮されるため重ねて「隠れた」という要件を課す必要はないという意

見がある一方で，「隠れた」という要件には，紛争解決に当たり買主の属性等

の要素を考慮しやすくするという機能があり得る上，取引実務における自主

的な紛争解決の際の判断基準として機能し得るなどといった意見があること

に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，２(3)［１９頁］】 

 

(4) 代金減額請求権の要否 

    代金減額請求権には売主の帰責性を問わずに対価的均衡を回復することが

できる点に意義があり，現実的な紛争解決の手段として有効に機能し得るな

どの指摘があったことを踏まえて，買主には損害賠償請求権のほかに代金減

額請求権が認められる旨を規定する方向で，更に検討してはどうか。その検

討に当たっては，具体的な規定の在り方として，代金減額のほかに買主が負

担した費用を売主に請求することを認める規定の要否や，代金減額の基準時

等の規定の要否等について，更に検討してはどうか。 

また，代金減額請求権が労働契約等の他の契約類型に準用された場合には

不当な影響があり得るという意見があることを踏まえて，代金減額請求権の

適用ないし準用の範囲について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，２(4)】 

 

(5) 買主に認められる権利の相互関係の明確化 

    買主に認められる権利の相互関係の明確化については，相互関係を法定す

ることにより紛争解決の手段が硬直化するおそれがあるため，可能な限り買

主の権利選択の自由を確保すべきであるという意見と，相互関係についての

基本的な基準を示すことなくこれを広く解釈に委ねることは紛争解決の安定

性という観点から適切ではないので，必要な範囲で明確化すべきであるとい

う意見があったことを踏まえて，更に検討してはどうか。その際，権利の相

互関係が債務不履行の一般則からおのずと導かれる場面とそうでない場面と

があり，そのいずれかによって規定の必要性が異なり得るという指摘がある

ことに留意しつつ，検討してはどうか。 

    また，代物請求権及び瑕疵修補請求権の限界事由の明文化の要否について，

追完請求権の限界事由の要否という論点（部会資料２１第１，５［２頁］）と

の関連性に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，２(5)［２１頁］及び（関連論点）［２５頁］】 

 

(6) 短期期間制限の見直しの要否 

瑕疵担保責任に基づく権利は買主が瑕疵を知った時から１年以内に行使す

べき旨の規定（民法第５７０条，第５６６条第３項）の見直しに関しては，
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このような短期期間制限を維持すべきであるという方向の意見と，債権の消

滅時効の一般則に委ねれば足りる（短期期間制限の規定を削除する）という

意見があったことを踏まえ，瑕疵担保責任の法的性質に関する議論（前記(1)）

との関連性に留意しつつ，売買の瑕疵担保責任において特に短期期間制限を

設ける必要性の有無について，更に検討してはどうか。 

仮に短期期間制限を維持する場合には，さらに，買主に対して短期間のう

ちに何をすべきことを求めるかという問題と，その期間の長さという問題が

議論されている。このうち前者に関しては，期間内に明確な権利行使の意思

表明を求めている判例法理を緩和して，瑕疵の存在の通知で足りるとするか

どうかについて，単なる問い合わせと通知との区別が容易でない等の指摘が

あることに留意しつつ，更に検討してはどうか。他方，後者（期間の長さ）

に関しては，事案や類型に応じて変動し得る期間（例えば，「合理的な期間」）

では実務上の支障があるという指摘を踏まえ，現在の１年又はこれに代わる

一律の期間とする方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，２(6)［２６頁］】 

  

２ 権利の瑕疵に関する担保責任(民法第５６０条から第５６７条まで）：共通論

点 

   債務不履行の一般原則との関係（権利の瑕疵に関する担保責任の法的性質），

買主の主観的要件の要否，買主に認められる権利の相互関係の明確化及び短期

期間制限の見直しの要否の各論点については，物の瑕疵に関する担保責任にお

ける，対応する各論点の議論（前記１(1)(2)(5)及び(6)）と整合させる方向で，

更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，３(1)，(2)，(3)及び(4)   

［２９頁，３３頁，２５頁，３６頁］】 

 

３ 権利の瑕疵に関する担保責任（民法第５６０条から第５６７条まで）：個別論

点 

(1) 他人の権利の売買における善意の売主の解除権（民法第５６２条）の要否 

    他人の権利の売買において，善意の売主にのみ解除権を認める民法第５６

２条に関しては，他の債務不履行責任等と比べて特に他人の権利の売買の売

主を保護する理由に乏しいという指摘を踏まえ，これを削除することの当否

について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，４(1)［３８頁］】 

 

(2) 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任（民法第５６

５条） 

    数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任(民法第５６

５条)に関しては，数量指示売買における数量の不足及び物の一部滅失が民法
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第５７０条の「瑕疵」に含まれるものとして規定を整理する方向で，更に検

討してはどうか。その際，数量指示売買の定義規定等，数量指示売買におけ

る担保責任の特性を踏まえた規定を設けることの要否について，数量指示売

買における数量超過の特則の要否（後記６）という論点との関連性に留意し

つつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，４(2)［３８頁］】 

 

(3) 地上権等がある場合等における売主の担保責任（民法第５６６条） 

    地上権等がある場合等における売主の担保責任（民法第５６６条）に関し

ては，買主の主観的要件を不要とする考え方（前記２）を前提とした場合に

おいて，同条は地上権等がない状態で権利移転をすべき売買に適用される旨

を条文上明記すべきであるという考え方や，買主の代金減額請求権を認める

べきであるという考え方について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，４(3)［４０頁］】 

 

(4) 抵当権等がある場合における売主の担保責任（民法第５６７条） 

        抵当権等がある場合における売主の担保責任（民法第５６７条）に関して

は，債務不履行責任が生ずる一場面を確認的に規定したものにすぎず不要な

規定であるという意見と，債務不履行責任が生ずる場面を具体的に明らかに

するなどの意義があるので，適用範囲を条文上明確にした上で規定を維持す

べきであるという意見等があったことを踏まえて，確認規定として存置する

ことの要否及び仮に規定を存置する場合には適用範囲を明確化することの要

否について，他の担保責任に関する規定を維持するか否かという点との関連

性に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，４(4)［４１頁］】 

 

４ 強制競売における担保責任（民法第５６８条，第５７０条ただし書） 

   競売における物の瑕疵に関する担保責任については，現行法を改めてこれを

認める立場から，瑕疵の判断基準の明文化の要否や損害賠償責任の要件として

債権者等に瑕疵の存在の告知義務を課すことの当否等の検討課題が指摘されて

いる。そこで，まずはこれらの点を踏まえた制度設計が，債権回収や与信取引

等の実務に与える影響の有無に留意しつつ，物の瑕疵に関する担保責任を認め

ることの可否について，更に検討してはどうか。 

   また，これらの規定は民事執行法に設けるべきであるという意見があること

を踏まえて，民法に設けるべき規定の内容について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，５［４２頁］】 

 

５ 売主の担保責任と同時履行（民法第５７１条） 

   担保責任の法的性質を契約責任とする立場を前提に，民法第５７１条は，同
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時履行の抗弁（同法第５３３条）や解除の場合の原状回復における同時履行（同

法第５４６条）の各規定が適用されることの確認規定にすぎないから削除すべ

きであるという考え方が示されているが，この考え方の当否について，担保責

任の法的性質に関する議論（前記１(1)及び２）等を踏まえて，更に検討しては

どうか。 

【部会資料１５－２第２，６［４４頁］】 

  

６ 数量超過の場合の売主の権利 

   数量指示売買における数量超過の場合の売主の権利については，契約解釈に

よる代金増額請求権や錯誤無効等により保護されているなどとして特段の新た

な規定を不要とする意見がある一方で，錯誤無効等では紛争解決手段として不

十分であるとする意見もあり，後者の立場からは，例えば，売主による錯誤無

効の主張を認める一方，買主に対して超過部分に相当する代金を提供すること

により錯誤無効の主張を阻止する権利を与えるなどの提案がある。これらの考

え方を踏まえて，数量超過の場合の売主の権利に関する規定を設けることの要

否について，取引実務に与える影響に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第２，７［４５頁］】 

 

７ 民法第５７２条（担保責任を負わない旨の特約）の見直しの要否 

担保責任を負わない旨の特約の効力を制限する民法第５７２条に関して，こ

のような規定の必要性の有無及びこれを必要とする場合には，売主が事業者か

否かにより規定の内容に差異を設けるべきか否かについて，不当条項規制に関

する議論（部会資料２２第２８［３７頁］）との関連性に留意しつつ，検討して

はどうか。 

   また，このような規定の配置について，一般的な債務不履行責任の免責特約

に関する規定として配置し直すことの当否について，担保責任の法的性質に関

する議論（前記１(1)及び２）との整合性に留意しつつ，検討してはどうか。   

 

８ 数量保証・品質保証等に関する規定の要否 

   取引実務上用いられる数量保証や品質保証，流通過程で売買される物に関す

るメーカー保証等について，何らかの規定を置く必要がないかについて，検討

してはどうか。 

 

９ 当事者の属性や目的物の性質による特則の要否 

前記各論点の検討を踏まえた上で，担保責任について契約の当事者の属性や

目的物の性質による特則を設ける必要があるか否かについて，消費者・事業者

に関する規定についての議論（部会資料２０－２第１［１頁］）との関連性に留

意しつつ，検討してはどうか。 

 

23



第３７ 売買－売買の効力（担保責任以外） 

１ 売主及び買主の基本的義務の明文化 

(1) 売主の引渡義務及び対抗要件具備義務 

一般に売主が負う基本的義務とされるが明文規定のない引渡義務及び対抗

要件具備義務を明文化する方向で，後者については対抗要件具備に協力する

義務とすべきではないかという意見があったことに留意しつつ，更に検討し

てはどうか。 

【部会資料１５－２第３，２(1)［４７頁］】 

     

(2) 買主の受領義務 

    民法は，買主の基本的義務として，代金支払義務を規定する（同法第５５

５条）が，目的物受領義務については規定がなく，判例上も買主一般に受領

義務があるとは必ずしもされていない。この買主の受領義務については，様々

な事例において実務上これを認める必要性があると指摘されたことを踏まえ

て，明文化する方向で，更に検討してはどうか。その際，買主一般に原則と

して受領義務を認めるべきか，契約不適合を理由とする受領拒絶を認める必

要がないか，他の有償契約への準用可能性等，受領義務を認める範囲につい

て，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第３，２(2)［４８頁］】 

 

２ 代金の支払及び支払の拒絶 

(1) 代金の支払期限（民法第５７３条） 

    民法第５７３条は，売買目的物の引渡期限があるときは，代金の支払につ

いても同一の期限を付したものと推定する旨を規定しているところ，不動産

売買においては，登記の重要性に鑑み，目的物の引渡期限ではなく登記移転

の期限を基準とし，代金の支払について登記移転期限と同一の期限を付した

ものと推定する旨の特則を置くという考え方がある。このような特則を設け

ることについては，その必要性に疑問があるとの意見があったことを踏まえ

て，実務上の必要性の有無に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第３，３(1)［５０頁］】 

 

(2) 代金の支払場所（民法第５７４条） 

    代金の支払場所を定める民法第５７４条に関しては，「目的物の引渡しと同

時に代金を支払うべきとき」であっても，目的物が既に引き渡された後は，

同法第４８４条が適用されるとする判例法理を明文化することや，同条が任

意規定であるとする判例を踏まえて「支払わなければならない」という表現

を見直すことについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第３，３(2)［５１頁］】 
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(3) 権利を失うおそれがある場合の買主による代金支払の拒絶（民法第５７６

条） 

    民法第５７６条は，売買の目的について「権利を主張する者がある」場合

における買主の代金支払拒絶権を規定しているところ，買主が権利取得を疑

うべき相当の理由がある場合にも適用されるという解釈論を踏まえ，これを

明文化すべきであるという考え方がある。この考え方については，抽象的な

要件を定めると濫用のおそれがあるから，要件を明確化し適用範囲を限定す

る方向の検討もすべきであるという意見があったことを踏まえるとともに，

不安の抗弁権に関する議論（部会資料１９－２第３［２７頁］）との関連性に

も留意しつつ，その具体的な要件設定や適用範囲について，更に検討しては

どうか。 

【部会資料１５－２第３，３(3)［５２頁］】 

 

(4) 抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払の拒絶（民法第５７７条） 

    民法第５７７条は，一般に，当事者が抵当権等の存在を考慮して代金額を

決定した場合には適用されないと解されていることから，これを条文上明確

にすることの当否について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第３，３(4)［５２頁］】 

 

３ 果実の帰属又は代金の利息の支払（民法第５７５条） 

   売買目的物の果実と売買代金の利息を等価値とみなしている民法第５７５条

に関しては，その等価値性を否定して，売主は引渡期日までに生じた果実を取

得し，買主は代金支払期日まで代金の利息を支払う必要はない旨を規定すべき

であるという考え方がある。この考え方については，果実と利息の価値の差が

大きい場合の不合理性等を指摘して賛成する意見がある一方で，決済の簡便性

や果実と利息の等価値性を前提とした民法の他の規定との整合性等を重視して

同条の規定内容を維持すべきであるという意見があったことを踏まえて，更に

検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第３，４［５３頁］】 

 

４ その他の新規規定 

(1) 他人の権利の売買と相続 

同一人が他人の権利の売買の売主と権利者の法的地位を併せ持つに至った

場合における相手方との法律関係に関しては，判例・学説の到達点を踏まえ，

他人の権利の売主が権利者を相続したとき，権利者が他人の権利の売主を相

続したときなどの場面ごとに具体的な規定を設けるかどうかについて，無権

代理と相続の論点（部会資料２３第３０，３(2)［１０頁］）との整合性に留

意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第３，５(1)［５４頁］】 
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(2) 解除の帰責事由を不要とした場合における解除権行使の限界に関する規定 

    債務不履行解除の要件としての帰責事由を不要とした上で，解除と危険負

担との適用範囲が重複する部分について解除権の行使を認める考え方を採用

する場合（部会資料２１第４，２［１０頁］）には，双務契約の一方の債務が

債務者の帰責事由によることなく履行できなくなったときに，その危険をい

ずれの当事者が負担するか（反対債務が存続するか否か）という問題は，ど

のような場合に債権者の解除権行使が否定されるかという形であらわれる。

これを踏まえ，このような解除権行使の限界を双務契約の基本形といえる売

買において規定すべきであるという考え方について，更に検討してはどうか。 

    また，買主が目的物の瑕疵を理由に売主に対し代物の請求を行い，それに

伴って瑕疵ある目的物の返還義務を負う場合において，目的物の滅失・損傷

が生じたときのリスクを誰が負担するかという問題は，上記の基準では処理

できない。そこで，この点の特則を新たに設けることの要否について，更に

検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第３，５(2)［５６頁］及び（関連論点）［５８頁］】 

 

５ 民法第５５９条（有償契約への準用）の見直しの要否 

   契約の性質に応じて売買の規定を売買以外の有償契約に準用する旨を定める

民法第５５９条の見直しの要否について，検討してはどうか。 

 

第３８ 売買－買戻し，特殊の売買 

１ 買戻し（民法第５７９条から第５８５条まで） 

   担保目的の買戻しは，譲渡担保として処理すべきであって民法の買戻しに関

する規定は適用されないとする判例法理を踏まえて，民法の買戻しの規定は，

担保目的を有しない買戻しにのみ適用されることを条文上明確化すべきである

という考え方について，検討してはどうか。 

   また，買戻しの制度を使いやすくする観点から，契約と同時に登記すること

を必要とする民法第５８１条の見直し等について，検討してはどうか。 

   このほか，買戻しの特約により売主が負担する返還義務の範囲（民法第５７

９条）を，条文により固定するのではなく，合意等により決する余地を認める

べきであるという考え方や，買戻しに関する規定の意味を明確化する観点から

「その効力を生ずる」という条文の文言を見直すべきであるといった考え方に

ついても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第４，２［６１頁］】 

 

２ 契約締結に先立って目的物を試用することができる売買 

   契約締結に先立って目的物を試用することができる売買については，民法上，

特段の規定が設けられていないが，①契約の成立時期，②目的物の試用によっ
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て所有者に生じた損害の負担，③試用者が契約締結に関する意思表示をしない

場合の法律関係等について問題が生ずるおそれがあるとの指摘がある。これを

踏まえ，特別法等の規定のほかに民法に規定を設ける必要性があるか，また，

必要がある場合にはどのような内容の規定が必要かといった点について，消費

者被害の有無等の実態にも留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第４，３［６３頁］】 

 

第３９ 交換 

   交換に関する民法第５８６条については，冒頭規定の規定方法について定義

規定の形式に改めるかどうかを検討するほか（前記第３４，１），現在の規定内

容を維持するものとしてはどうか。 

【部会資料１５－２第５［６４頁］】 

 

第４０ 贈与 

１ 成立要件の見直しの要否（民法第５４９条） 

贈与の成立要件に関して，書面によること（要式契約化）や目的物を交付す

ること（要物契約化）を必要とすべきであるという考え方については，口頭で

される贈与にも法的に保護されるべきものがある旨の意見があることを踏まえ

て，贈与の実態に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第６，２［６５頁］】 

 

２ 適用範囲の明確化 

    贈与の適用範囲に関して，贈与の目的が「財産」を与えること（民法第５４

９条）と規定されているところを売買と同様に「財産権」の移転と改めるかど

うかについては，まずは贈与の目的を「財産権」の移転とした場合の規定を検

討した上で，その適用範囲を制限物権の設定，権利放棄，債務免除等の他の無

償行為に及ぼすべきか否か，また，これを及ぼす場合には，贈与の目的を拡大

する形を採るか，贈与の規定を準用する形を採るかといった点について，無償

契約への準用という論点（後記７(4)）との関連性に留意しつつ，更に検討して

はどうか。 

   その際，合意による無因の債務負担行為も有効であるとして，これを明文化

すること当否について，贈与の適用範囲との関係に留意しつつ，検討してはど

うか。 

   また，他人の財産の贈与契約が有効であることを条文上明らかにするため，

民法第５４９条の「自己の」を削除することの当否について，更に検討しては

どうか。 

【部会資料１５－２第６，２（関連論点）１［６６頁］】 
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３ 書面によらない贈与の撤回における「書面」要件の明確化（民法第５５０条） 

   贈与の撤回（民法第５５０条）における「書面」要件に関しては，原則とし

て贈与契約書の作成を要するとするなど，これを厳格化することによって，契

約締結後の事情の変化に応じた合理的な撤回の可能性を確保すべきであるとい

う意見と，「書面」要件の厳格化によって，実務上行われている法的に保護され

るべき贈与の効力が否定されやすくなるおそれがあるという意見があった。こ

れを踏まえて，「書面」要件の厳格化が現実の贈与取引に与える影響に留意しつ

つ，「書面」要件の内容を厳格化し，これを条文上明確化することの当否につい

て，更に検討してはどうか。 

   また，「書面」に電磁的記録を含めるべきか否かという点について，贈与に関

する電子取引の実態を踏まえつつ，検討してはどうか。 

   さらに，書面によらない負担付贈与において，負担が履行された場合には撤

回することができない旨を明文化することの当否について，更に検討してはど

うか。 

【部会資料１５－２第６，３［６９頁］及び（関連論点）［７２頁］】 

 

４ 贈与者の担保責任（民法第５５１条第１項） 

   贈与者の担保責任の法的性質については，売主の担保責任の法的性質の議論

（前記第３６，１(1)及び２）との整合性に留意しつつ，契約責任と構成するこ

とが適切かという観点から，更に検討してはどうか。 

   贈与者の担保責任の法的性質を契約責任とする場合においては，無償契約の

特性を踏まえた契約の解釈準則を設けるべきであるという意見があり，それに

対して消極的な意見もあったことを踏まえて，解釈準則については債務内容確

定のための準則と免責における準則を区別して議論すべきであるという指摘が

あることや使用貸借の担保責任に関する議論（後記第４３，３）との整合性に

留意しつつ，仮に解釈準則を設けるとした場合にはどのような具体的内容の解

釈準則を設けることができるかという点の検討を通じて，解釈準則を設けるこ

との要否や可否について，更に検討してはどうか。 

   また，他人の権利の贈与者は，原則として他人の権利を取得する義務を負わ

ず，結果として他人の権利を取得したときには受贈者に権利を移転する義務を

負う旨の規定を置くべきであるという考え方の採否について，更に検討しては

どうか。 

【部会資料１５－２第６，４［７２頁］及び（関連論点）［７６頁］】 

 

５ 負担付贈与（民法第５５１条第２項，第５５３条） 

   負担付贈与における担保責任（民法第５５１条第２項）の内容は，一般に，

受贈者が受け取った物等の価値が受贈者の負担の価値を下回った場合には，そ

の差額分の履行拒絶あるいは返還請求が認められるというものであると解され

ており，これを条文上明確に規定することの当否について，更に検討してはど

28



うか。また，負担付贈与への双務契約の規定の包括的準用（同法第５５３条）

については，準用すべき規定を個別に明確にし，準用すべき規定がなければ削

除するかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第６，５(1)及び(2)［７８頁，８０頁］】 

 

６ 死因贈与（民法第５５４条） 

   死因贈与について性質に反しない限り遺贈の規定を準用する旨を定める民法

第５５４条に関しては，具体的にどの条文が準用されているかを明らかにすべ

きであるという考え方がある。この考え方については，遺贈の撤回に関する規

定（民法第１０２２条）や遺言の方式に関する規定（同法第９６０条，第９６

７条から第９８４条まで）等を準用すべきか否かという個別論点の検討を踏ま

えつつ，相続に関する規定，相続実務，裁判実務等に与える影響に留意しなが

ら，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第６，６［８２頁］】 

  

７ その他の新規規定 

(1) 贈与の予約 

売買その他の有償契約には予約に関する規定が設けられているところ（民

法第５５６条，第５５９条），無償契約である贈与にも予約に関する規定を設

けるかどうかについては，その必要性の有無や規定を設けた場合の悪用のお

それなどを踏まえるとともに，売買の予約に関する規定の内容や配置（前記

第３５，１）等に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第６，７(1)［８５頁］】 

 

(2) 背信行為等を理由とする撤回・解除 

    背信行為等を理由とする贈与の撤回・解除の規定を新たに設けることにつ

いては，相続に関する規定との関係，経済取引に与える影響，背信行為等が

贈与に基づく債務の履行前に行われたか，履行後に行われたかによる差異等

に留意しつつ，具体的な要件設定を通じて適用範囲を適切に限定することが

できるかどうかを中心に，更に検討してはどうか。 

    仮に，背信行為等を理由とする贈与の撤回・解除の規定を新たに設けると

した場合には，贈与者の相続人による贈与の撤回・解除を認める規定を設け

ることの当否や，法律関係の早期安定のために，背信行為等を理由とする贈

与の撤回・解除の期間制限を設けることの当否についても，更に検討しては

どうか。また，背信行為等を理由とする贈与の撤回・解除とは別に，贈与後

における贈与者の事情の変化に基づく撤回・解除の規定を新たに設けること

についても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第６，７(2)［８６頁］及び（関連論点）［８９頁］】 
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(3) 解除による受贈者の原状回復義務の特則 

     解除による原状回復義務の目的物が滅失又は損傷した場合において，原状

回復義務者に価額返還義務を認める見解（部会資料５－１第３，４(3)［Ｂ案］

［Ｂ－１案］［８７頁］）を採用する立場から，贈与においては，受贈者は，

原則として解除時の現存利益の限度で価額返還義務を負うとの特則を設ける

べきであるという考え方が示されている。このような特則の要否について，

解除における原状回復の目的物が滅失・損傷した場合の処理という論点（部

会資料２１第３，３(3)［９頁］）との関連性に留意しつつ，更に検討しては

どうか。 

【部会資料１５－２第６，７(3)［９４頁］】 

 

(4) 無償契約への準用 

    贈与の規定を契約の性質に応じて他の無償契約に準用する旨の規定を新た

に設けることの要否については，贈与の適用範囲の明確化という論点（前記

２）との関連性及び民法における無償契約一般の規律の在り方にも留意しつ

つ，他の無償契約に関する検討結果を踏まえて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１５－２第６，７(4)［９５頁］】 

 

第４１ 消費貸借 

１ 消費貸借の成立 

(1) 要物性の見直し 

消費貸借は，金銭その他の物の交付があって初めて成立する要物契約とさ

れている（民法第５８７条）が，実務では，金銭が交付される前に公正証書

（執行証書）の作成や抵当権の設定がしばしば行われていることから，消費

貸借を要物契約として規定していると，このような公正証書や抵当権の効力

について疑義が生じかねないとの問題点が指摘されている。また，現に実務

においては消費貸借の合意がされて貸す債務（借りる債務）が発生するとい

う一定の規範意識も存在すると言われている。そこで，消費貸借を諾成契約

として規定するかどうかについて，貸主の「貸す債務」が観念されることに

よる実務への影響を懸念する意見があることも踏まえて，更に検討してはど

うか。 

【部会資料１６－２第１，２［１頁］】 

 

(2) 無利息消費貸借についての特則 

仮に，消費貸借を諾成契約として規定する場合であっても，無利息消費貸

借については，合意のみで貸す債務が発生するとするのは適当ではないとの

意見もあることから，書面による諾成的消費貸借と要物契約としての消費貸

借とを並存させるという案や，書面によるものを除き目的物の交付前におけ

る解除権を認めるという案などを対象として，無利息消費貸借に関する特則
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を設けるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，２［１頁］】 

 

(3) 目的物の交付前における消費者借主の解除権 

仮に，消費貸借を諾成契約として規定する場合であっても，貸主が事業者

であり借主が消費者であるときには，利息の有無や書面の有無を問わず，貸

主が目的物を借主に交付するまでは，借主は消費貸借を解除することができ

るとするかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，２（関連論点）１［５頁］】 

 

(4) 目的物の引渡前の当事者の一方についての破産手続の開始 

仮に，消費貸借を諾成契約として規定する場合には，目的物が交付される

前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときに消費貸借契約が失効

する旨の規定を設けるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，２（関連論点）２［５頁］】 

 

(5) 消費貸借の予約 

仮に，消費貸借を諾成契約として規定する場合には，消費貸借の予約の規

定（民法第５８９条）を削除するかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，２（関連論点）３［５頁］】 

 

２ 利息に関する規律の明確化 

現実に用いられる消費貸借のほとんどが利息付消費貸借であることを踏まえ，

利息の発生をめぐる法律関係を明確にするために，利息を支払うべき旨の合意

がある場合に限って借主は利息の支払義務を負うことを条文上も明らかにする

方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，３［６頁］】 

 

３ 目的物に瑕疵があった場合の法律関係 

(1) 貸主の担保責任 

消費貸借の目的物に瑕疵があった場合の貸主の担保責任について規定する

民法第５９０条に関し，売買における売主の担保責任及び贈与における贈与

者の担保責任の規律が見直される場合には，利息付消費貸借における貸主の

担保責任の規律は売買における売主の担保責任の規律に対応するものに，無

利息消費貸借における貸主の担保責任の規律は贈与における贈与者の担保責

任の規律に対応するものに，それぞれ規定を改める方向で，更に検討しては

どうか。 

【部会資料１６－２第１，４［７頁］】 
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(2) 借主の返還義務 

民法第５９０条第２項前段は，「無利息の消費貸借においては、借主は、瑕

疵がある物の価額を返還することができる。」と規定する。この規定に関して

は，利息付消費貸借において貸主の担保責任を追及しない場合にも適用され

ると解されていることから，利息の有無を問わないものに改める方向で，更

に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，４（関連論点）［８頁］】 

 

４ 消費貸借の終了 

(1) 期限前弁済 

民法第５９１条第２項は，消費貸借において，借主はいつでも返還をする

ことができると規定しているが，他方で，同法第１３６条第２項が，期限の

利益を放棄することによって相手方の利益を害することはできないとも規定

していることから，返還時期が定められている利息付消費貸借における期限

前弁済の可否や，期限前弁済が許されるとした場合に貸主に生ずる損害を賠

償する義務の有無が，条文上は必ずしも明らかではないとの指摘がある。そ

こで，返還時期の定めのある利息付消費貸借においても期限前弁済をするこ

とができ，その場合には，借主は貸主に生ずる損害を賠償しなければならな

いことを条文上も明らかにするかどうかについて，一般的な実務の状況にも

留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，５［９頁］】 

 

(2) 事業者が消費者に融資をした場合の特則 

仮に，返還時期の定めのある利息付消費貸借においても期限前弁済をする

ことがでることを条文上も明らかにする場合には，貸主が事業者であり，借

主が消費者であるときに，借主は貸主に生ずる損害を賠償することなく期限

前弁済をすることが許されるとの特則を設けるかどうかについて，期限前弁

済をするかどうかは交渉力や情報量の格差とは関係しないという意見がある

ことも踏まえて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，５（関連論点）［１０頁］】 

 

５ 抗弁の接続 

消費貸借の規定の見直しに関連して，消費者が物品若しくは権利を購入する

契約又は有償で役務の提供を受ける契約を締結する際に，これらの供給者とは

異なる事業者との間で消費貸借契約を締結して信用供与を受けた場合に，一定

の要件の下で，借主である消費者が供給者に対して生じている事由をもって貸

主である事業者に対抗することができる（抗弁の接続）との規定を新設するべ

きであるとの考え方が示されていることから，これについて，割賦販売法との

比較で要件を緩和することの合理性を疑問視する意見があることも踏まえて，
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更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第１，６［１０頁］】 

 

第４２ 賃貸借 

１ 短期賃貸借に関する規定の見直し 

民法第６０２条が定める短期賃貸借の主体として規定されている「処分につ

き行為能力の制限を受けた者」という文言については，未成年者や成年被後見

人などのそれぞれの規定で手当てがされており，同条の規定により単独で短期

賃貸借を行うことができるとの誤読のおそれがあること等から，これを削除す

るものとしてはどうか。 

処分の権限を有しない者が同条が定める短期賃貸借の期間を超えて締結され

た賃貸借の効力については，これまでの裁判例等を踏まえて，法定期間を超え

る部分のみが無効（一部無効）となる旨を明示することとしてはどうか。 

【部会資料１６－２第２，２(1)［３４頁］】 

 

２ 賃貸借の存続期間 

賃貸借の存続期間の上限を２０年と定める民法第６０４条を削除して，上限

を廃止するかどうかについて，著しく長期の賃貸借を認める実務的な必要性や，

長期間に渡り契約の拘束力を認めることに伴う弊害の有無などに留意しつつ，

更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，２(2)［３８頁］】 

 

３ 賃貸借と第三者との関係 

(1) 目的不動産について物権を取得した者その他の第三者との関係 

不動産の賃貸借の登記がされたときは，その後その不動産について「物権

を取得した者」に対しても効力を生ずる（民法第６０５条）ほか，例えば，

二重に賃貸借をした賃借人，不動産を差押えた者などとの関係でも，一般に，

賃貸借の効力を対抗することができると解されている。そこで，登記した不

動産の賃貸借と「物権を取得した者」以外の第三者との関係について，これ

を条文上明らかにする方向で，更に検討してはどうか。その際，具体的な条

文の在り方については，「物権を取得した者」をも含めて，第三者に対抗する

ことができると規定する案のほか，「物権を取得した者」との関係では同条を

維持した上で，これとは別に，二重に賃貸借をした賃借人等との間の対抗関

係について規定を設ける案があることを踏まえ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)ア［４０頁］】 

 

(2) 目的不動産の所有権が移転した場合の賃貸借の帰すう 

賃貸借の目的物である不動産の所有権が移転した場合における旧所有者と

の間の賃貸借契約の帰すうに関しては，次のような判例法理がある。すなわ
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ち，①不動産賃貸借が対抗要件を備えている場合には，旧所有者と新所有者

との間で賃貸人の地位を移転する合意が無くても，賃借人と旧所有者との間

の賃貸借関係は新所有者との間に当然に承継され，旧所有者は賃貸借関係か

ら離脱する，②その際に賃借人の承諾は不要である，③この場合の賃貸人た

る地位の承継を新所有者が賃借人に対して主張するためには，新所有者が不

動産の登記を備える必要がある。そこで，これらの判例法理を条文上明記す

る方向で，更に検討してはどうか。また，賃貸人たる地位を旧所有者に留保

する旨の合意があった場合に，判例がその合意の効力を否定していることを

条文上明記するかどうかについては，実務上このような留保の特約の必要性

があり，賃借人の保護は別途考慮することが可能であると指摘して，一律に

無効とすべきでないとする意見があることに留意しつつ，更に検討してはど

うか。 

新所有者が上記③の登記を備えた場合であっても，賃借人は目的不動産の

登記の移転について一般に関心を有しているわけではない。このことを踏ま

え，賃借人は，賃貸人の地位が移転したことを知らないで旧所有者に賃料を

支払ったときは，その支払を新所有者に対抗することができる旨の特則を新

たに設けるかどうかについて，更に検討してはどうか。 

このほか，賃借人が必要費を支出した後に目的不動産の所有権が移転し，

賃貸人の地位が承継された場合には，必要費の償還債務も新賃貸人に移転す

ると解されていることを踏まえ，これを明文化するかどうかについて，検討

してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)イ［４２頁］，関連論点１[４４頁]】 

 

(3) 不動産賃貸借における合意による賃貸人の地位の承継 

対抗要件を備えていない不動産賃貸借においても，目的不動産の譲渡に伴

いその当事者間の合意により賃貸人たる地位の承継が行われる場合があるが，

このような場合にも，①賃借人の承諾は不要であること，②この場合の賃貸

人たる地位の承継を新所有者が賃借人に対して主張するためには，新所有者

が不動産の登記を備える必要があること，③賃借人は，賃貸人の地位が移転

したことを知らないで旧所有者に賃料を支払ったときは，その支払を新所有

者に対抗することができることを条文上明記するかどうかについて，更に検

討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)イ関連論点２[４５頁]】 

 

(4) 敷金返還債務の承継 

目的不動産の所有権の移転に伴い賃貸人たる地位が新所有者に移転する場

合において，賃借人から旧所有者に対して敷金が差し入れられていたときは，

判例・通説は，旧所有者の下での延滞賃料債務等に充当された後の残額の敷

金返還債務が当然に新所有者に承継されると解している。そこで，これを条
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文上明記する方向で，更に検討してはどうか 

また，これによって賃借人の同意なく敷金返還債務が新所有者に承継され

る場合には，賃借人の利益を保護する観点から，旧所有者もその履行を担保

する義務を負うものとすることの当否については，旧所有者の地位を不安定

にし賃貸不動産の流通を阻害するおそれがある等の指摘があることを踏まえ，

更に検討してはどうか。 

このほか，敷金に関しては，その定義を明らかにする規定や，敷金の充当

に関する基本的な法律関係を明らかにする規定を設けるかどうかについて，

検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)ウ［４５頁］，関連論点[４６頁]】 

 

(5) 動産賃貸借と第三者との関係 

動産の賃貸借と第三者との関係に関しては，不動産に関する民法第６０５

条のような規定がないことを踏まえ，目的物である動産の所有権が移転した

場合における賃貸借の帰すうを明確にするため新たな規定を設けるかどうか

について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)イ関連論点２[４５頁]】 

 

(6) 賃借権に基づく妨害排除請求権 

対抗要件を備えた不動産賃借権について，賃借人の妨害排除請求権を認め

ている判例法理を明文化するかどうかについて，物権的請求権の規定の在り

方とも関連する問題であることに留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(1)エ[４７頁]】 

 

４ 賃貸人の義務 

(1) 賃貸人の修繕義務 

民法は，賃貸人は修繕義務を負うとする一方（同法第６０６条第１項），賃

借物が修繕を要する場合における賃借人の通知義務を規定している（同法第

６１５条）。この通知義務に違反した場合の効果が不明確であるとして，賃貸

人の修繕義務の不履行による賃借人の損害賠償請求の額の算定において考慮

されるとともに，賃貸人に損害が生じたときは賃借人が損害賠償責任を負う

ことを明文化すべきであるという考え方がある。このような考え方について

は，もともと賃借人の通知義務の要件が不明確であり，義務違反の効果を明

文化した場合に賃借人に不当な不利益を与えるおそれがある等の指摘がある

こと留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(2)ア[４９頁]】 

 

(2) 賃貸物の修繕に関する賃借人の権利 

賃借人が支出した必要費の償還について規定する民法第６０８条は，賃貸
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人が修繕義務を履行しない場合には賃借人が自ら修繕をする権限を有するこ

とを前提としていると解されている。これを踏まえて，賃借人が自ら必要な

修繕をする権限があることを明文化することの当否について，賃貸人への事

前の通知の要否など具体的な要件に関する問題を含めて，更に検討してはど

うか。 

【部会資料１６－２第２，３(2)イ[５０頁]】 

 

(3) 賃貸人の担保責任 

賃貸物の瑕疵についての賃貸人の担保責任には，売買の規定が準用されて

いる（民法第５５９条）。このうち，売主の瑕疵担保責任の期間制限の規定（同

法第５７０条，第５６６条第３項）に関しては，賃貸物を継続的に使用収益

させるという賃貸借の性質に照らして，賃貸借には準用されないことを条文

上明確化するかどうかについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(2)ウ[５１頁]】 

 

５ 賃借人の義務 

(1) 賃料の支払義務（事情変更による増減額請求権） 

借地借家法第１１条，第３２条，農地法第２０条などを参照しつつ，契約

締結後の事情変更による賃料の増減額請求権の規定を賃貸借一般を対象とし

て設けるか否かについては，その必要性などを疑問視する意見があることも

踏まえて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(3)ア[５２頁]】 

 

(2) 目的物の一部が利用できない場合の賃料の減額等 

目的物の一部が利用できなくなった場合の賃料の取扱いに関して，民法第

６１１条第１項は，賃借人の過失によらないで滅失した場合に限り，賃借人

の請求によって賃料が減額されることを規定しているが，使用収益の対価で

ある賃料は，使用収益の可能性がなければ発生しないものとすべきであると

いう理解に立って，目的物の一部の利用が利用できなくなった場合には，そ

の理由を問わず（賃借人に帰責事由がある場合も含めて），賃料が当然に減額

されるものとすべきであるとの考え方がある。この考え方について，目的物

の一部が利用できなくなった事情によって区別する必要性の有無や，危険負

担制度の見直し（部会資料２１第４［９頁］）との関係に留意しつつ，更に検

討してはどうか。 

他方，目的物の一部が利用できず賃借をした目的を達せられなくなった場

合の賃借人の解除権（民法第６１１条第２項）についても，利用できなくな

った理由を問わないで（賃借人に帰責事由がある場合も含めて）解除権を認

めるという考え方がある。このような考え方についても，更に検討してはど

うか。 

36



また，目的物が一時的に利用できない場合に関して，同様に賃料の減額や

賃借人による契約の解除を認めるという考え方についても，更に検討しては

どうか。 

【部会資料１６－２第２，３(3)イ[５５頁]，関連論点１，２［５６～５７頁］】 

 

６ 賃借権の譲渡及び転貸 

(1) 賃借権の譲渡及び転貸の制限 

賃貸人に無断で賃借権を譲渡したり賃借物を転貸したりした場合の賃貸人

の解除権（民法第６１２条第２項）に関して，「賃借人の当該行為が賃貸人に

対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合」に解除が認め

られないとする判例法理を明文化するとともに，これによって解除が認めら

れない場合の法律関係を明確化することについて，原則と例外の関係を適切

に表現する必要性などに留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(4)ア[５７頁]】 

 

(2) 適法な転貸借がされた場合の賃貸人と転借人との関係 

適法な転貸借がされた場合の賃貸人と転借人との法律関係に関しては，判

例・学説を踏まえ，①転借人は，原賃貸借によって賃借人に与えられた権限

の範囲内で，転貸借に基づく権限を与えられ，その限度で賃貸人に対して使

用収益の権限を対抗することができること，②転借人は賃貸人に対して直接

賃料債務を負い，その範囲は原賃貸借と転貸借のそれぞれの賃料債務の重な

る限度であることなどを明文化すべきであるという考え方がある。このよう

な考え方については，転借人が賃貸人に対して直接に義務を負うということ

の意味をより精査する必要があることや，賃借人（転貸人）の倒産時に賃貸

人の賃料債権に優先的地位を認める根拠とその方法のあり方を考える必要が

ある等の指摘がされている。そこで，以上の指摘を踏まえつつ，適法な転貸

借がされた場合における賃貸人と転借人との間の基本的な法律関係や直接請

求権に関する規定のあり方について，更に検討してはどうか。 

また，適法な転貸借がされた場合に，判例は，原賃貸借が合意解除された

場合であっても，転借人に対して原賃貸借の消滅を対抗することができない

とする一方で，賃借人の債務不履行によって原賃貸借が解除された場合には，

転借人は目的物を使用収益する権限を失うとしており，このような判例法理

を明文化することについても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，３(4)イ[５９頁]】 

 

７ 賃貸借の終了 

(1) 賃借物が滅失した場合等における賃貸借の終了 

賃借物の全部が滅失した場合における賃貸借の帰すうについては，現在は

規定がないが，一般に賃貸借契約が終了すると解されていることから，この
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ことを条文上明記する方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(1)[６５頁]】 

 

(2) 賃貸借終了時の原状回復 

賃貸借の終了時における賃借人の原状回復に関して，使用貸借についての

簡略な規定（民法第５９８条）が賃貸借に準用されるのみである（同法第６

１６条）という現状を改め，収去権とは区別して，賃借人の原状回復義務の

規定を整備する方向で，更に検討してはどうか。その際には，賃借物に附属

させた物がある場合と賃借物が損傷した場合の区別に留意し，後者（賃借物

の損傷）に関しては原状回復の範囲に通常損耗の部分が含まれないことを条

文上明記することについて，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(2)[６７頁]】 

 

(3) 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 

ア 用法違反による賃貸人の損害賠償請求権についての期間制限 

賃借人の用法違反による賃貸人の損害賠償請求権に関する期間制限（民

法第６２１条，第６００条）については，賃貸借の期間中に賃借物に生じ

た損害について賃貸人に短期間での権利行使を求めるのは適当でないとし

て，これを廃止した上で，賃貸人が目的物の返還を受けた時を消滅時効の

起算点（客観的起算点）としたり，目的物の返還から一定期間を経過する

までは消滅時効が完成しないものとしたりする特則を設ける等の考え方が

ある。また，このような考え方を採った上で，賃借人保護の観点から，賃

貸人に対して，返還後に目的物の損傷を知った場合には，一定期間内にそ

の旨を賃借人に通知すべきことを義務付けるという考え方がある。これら

の考え方について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(3)ア[６８頁]】 

 

イ 賃借人の費用償還請求権についての期間制限 

賃借人が支出した費用の償還請求権に関する期間制限（民法第６２１条，

第６００条）に関しては，民法上の他の費用償還請求権の取扱いとの平仄

などの観点から，これを廃止して債権の消滅時効一般に委ねるという考え

方について，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，４(3)イ[７１頁]】 

 

８ 賃貸借に関する規定の配列 

賃貸借に関する規定を分かりやすく配列する観点から，例えば，①不動産・

動産に共通する規定，②不動産に固有の規定，③動産に固有の規定という順に

区分して配置することについて，検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第２，１［３４頁］】 
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第４３ 使用貸借 

１ 使用貸借契約の成立要件 

使用貸借が要物契約とされていること（民法第５９３条）に対しては，他の

取引関係等を背景とする合理的な使用貸借もあり，一律に合意の拘束力を認め

ないのは適当でないとの指摘がある。これを踏まえ，使用貸借を諾成契約とし

た上で，両当事者は書面による合意をもって排除しない限り目的物の引渡しま

では契約を解除することができるものとするなど，契約の成立要件の緩和を図

る方策を設ける方向で，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第３，２［７２頁］】 

 

２ 使用貸借の対抗力 

土地を使用貸借して建物を建てる際に，建築資金の担保としてその建物を活

用する必要性があること等を踏まえ，使用貸借についても登記その他の方法に

より対抗力を備えることができる旨の規定を新たに設けることの当否について，

所有者には利用権も賃料収入もないため差押えが機能しない財産が生ずること

への懸念に留意しつつ，検討してはどうか。 

 

３ 使用貸借の効力（貸主の担保責任） 

使用貸借の貸主の担保責任に関しては，贈与者の担保責任の規定（民法第５

５１条）の見直しとも関連するが，現在と同様に贈与者の担保責任の規定と同

様の規律をすべきである（同法第５９６条参照）との考え方がある一方で，贈

与と異なり契約の趣旨等から積極的に基礎付けられる場合に限って貸主の担保

責任が認められることを条文上明記すべきであるとの考え方も示されている。

これを踏まえ，これらの考え方について，更に検討してはどうか。 

また，負担付使用貸借の貸主の担保責任（民法第５９６条，第５５１条第２

項）についても，現在と同様に負担付贈与の贈与者の担保責任と同様の規律を

すべきであるとの考え方がある一方で，負担付使用貸借は，負担の範囲内で賃

貸借と同じ関係にあると考え，負担の限度で賃貸人と同じ義務を負うこととす

べきであるとの考え方も提示されている。これを踏まえ，これらの考え方につ

いても，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第３，３［７４頁］，（関連論点）［７５頁］】 

 

４ 使用貸借の終了 

(1) 使用貸借の終了事由 

 借用物の返還時期について定める民法第５９７条については，専ら分かり

やすく規定を整理する観点から，使用貸借の存続期間を定める規定と貸主の

解除権を定める規定とに条文表現を改める方向で，更に検討してはどうか。 

 また，無償契約である使用貸借の終了事由として，貸主に予期できなかっ

た目的物を必要とする事由が生じた場合や，貸主と借主との間の信頼関係が
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失われた場合における貸主の解除権の規定を新たに設けるかどうかについて，

更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第３，４(1)［７６頁］】 

 

(2) 損害賠償請求権・費用償還請求権についての期間の制限 

借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権や借主が支出した費用の償還

請求権に関する期間制限の規定（民法第６００条）の見直しについて，現在

はこの規定を準用している賃貸借における見直し（前記第４０，７(3)）との

関連に留意しつつ，更に検討してはどうか。 

【部会資料１６－２第３，４(2)［７７頁］】 
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